
4267

N
A
O
税
理
士
法
人

編 集 発 行 人
代 表 社 員
髙 井 直 樹
〒500-8335
岐阜市三歳町4−2−10
TEL	 058（253）5411㈹
FAX	 058（253）6957

NAO
Letter

4 2021（令和3年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月12日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第1期分の納付

� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

� 4月1日〜4月20日
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）
� 4月30日

　商品の値札やチラシ等において、消費税相
当額を含む支払総額を一目で分かるようにす
る「総額表示」が4月から必要となりました。
ただし、適切に表示された税込価格と合わせ
て税抜価格を併記することは認められます。
なお、事業者間取引の価格表記や見積書等は
原則、総額表示の対象外とされています。

ワンポイント 消費税の総額表示が必要に

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

措
置
や
雇
用
安
定
措
置
等
に
対
す
る

派
遣
元
の
責
務
を
強
化
す
る
改
正

が
、
今
年
一
月
一
日
と
四
月
一
日
に

分
け
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
詳
細
を
見
て
い
き
ま
す
（︻
　
︼
は

関
係
法
令
等
）。

一
　
改
正
の
背
景

　
労
働
者
派
遣
制
度
は
、
平
成
二
十

七
年
に
派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア

ッ
プ
と
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
の

改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
後
も
、
厚
生
労
働
省
に
お
い

て
改
正
法
の
施
行
状
況
の
調
査
や
関

係
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
な
ど
、

制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
が

行
わ
れ
た
結
果
、「
全
体
と
し
て
は
、

概
ね
制
度
の
定
着
が
図
ら
れ
て
い
る

と
評
価
で
き
た
が
、
派
遣
労
働
者
に

対
す
る
制
度
の
周
知
や
更
な
る
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
の
推
進
が
必
要
で
あ
る

と
と
も
に
、
法
令
を
遵
守
し
て
い
る

派
遣
元
事
業
主
等
が
あ
る
一
方
で
、

一
部
に
は
不
適
切
な
事
案
が
見
ら
れ

る
」
な
ど
改
善
を
図
る
べ
き
点
も
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
（
厚
生
労
働
省

「
労
働
者
派
遣
制
度
に
関
す
る
議
論

の
中
間
整
理
」よ
り
）。

　
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
必
要

な
制
度
及
び
運
用
の
改
善
等
を
行
う

た
め
、
今
回
の
改
正
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

二
　
改
正
概
要
・
留
意
点

㈠　

派
遣
労
働
者
の
雇
入
れ
時
に
説

明
す
る
事
項
の
追
加

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者

と
し
て
雇
用
し
よ
う
と
す
る
労
働
者

に
対
し
て
、
次
の
事
項
を
説
明
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
、
④
が

改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
ま
し
た
。【
派

遣
法
施
行
規
則
第
二
五
条
の
一
四
】

①
　
労
働
者
を
派
遣
労
働
者
と
し
て

雇
用
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
労

働
者
の
賃
金
の
額
の
見
込
み
、
健

康
保
険
・
厚
生
年
金
保
険
の
被
保

険
者
の
資
格
の
取
得
、
雇
用
保
険

の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
に
関
す

る
事
項
そ
の
他
の
当
該
労
働
者
の

待
遇
に
関
す
る
事
項

②
　
事
業
運
営
に
関
す
る
事
項

③
　
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
制
度
の

概
要

④
　
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
措
置

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
雇
入
れ
時

に
、
教
育
訓
練
（
訓
練
内
容
や
受
講

方
法
）
及
び
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ

ィ
ン
グ
の
相
談
窓
口
（
相
談
先
や
利

用
手
法
）
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

　
説
明
に
際
し
て
は
、
派
遣
労
働
者

の
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
に
つ
な
が
る

よ
う
に
、
例
え
ば
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

に
応
じ
た
教
育
訓
練
の
体
系
（
受
講

の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）
や
、
キ
ャ
リ
ア

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
相
談
例
も
示

し
、
派
遣
労
働
者
に
わ
か
り
や
す
く

説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。【
労
働
者
派
遣
事
業
関

係
業
務
取
扱
要
領
︵
以
下
﹁
取
扱
要

領
﹂︶】

㈡　

雇
用
安
定
措
置
に
関
す
る
派
遣

労
働
者
の
希
望
の
聴
取

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
特
定
有
期
雇

用
派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
化
が

推
進
さ
れ
る
よ
う
、
雇
用
安
定
措
置

の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
雇
用
安
定
措
置
を
講
じ
る
に
あ
た

っ
て
は
、
予
め
派
遣
労
働
者
か
ら
希

望
す
る
措
置
の
内
容
を
聴
取
す
る
こ

と
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。【
派
遣

法
施
行
規
則
第
二
五
条
の
二
】

　
例
え
ば
、
当
該
特
定
有
期
雇
用
派

遣
労
働
者
等
に
対
し
、
キ
ャ
リ
ア
コ

ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
労
働
契
約
の
締

結
及
び
更
新
、
賃
金
の
支
払
等
の
機

会
を
利
用
し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル
を

活
用
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
希
望
す

る
措
置
の
内
容
を
聴
取
す
る
こ
と
等

が
該
当
し
ま
す
。【
取
扱
要
領
】

　
聴
取
は
、
労
働
者
派
遣
の
終
了
の

直
前
で
は
な
く
、
早
期
に
希
望
す
る

雇
用
安
定
措
置
の
内
容
に
つ
い
て
聴

取
し
た
上
で
、
十
分
な
時
間
的
余
裕

を
も
っ
て
当
該
措
置
に
着
手
し
ま
し

ょ
う
。【
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ

き
措
置
に
関
す
る
指
針
︵
以
下
﹁
派

遣
元
指
針
﹂︶】

　
ま
た
、
聴
取
に
当
た
っ
て
は
、
予

派
遣
元
　
　

の

責
務
の
強
化
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め
、
雇
用
安
定
措
置
の
内
容
を
示
し

な
が
ら
、
当
該
事
業
所
で
想
定
さ
れ

る
具
体
的
な
措
置
の
内
容
を
説
明
し

た
上
で
行
う
こ
と
と
し
、
い
ず
れ
の

措
置
を
希
望
す
る
か
は
派
遣
労
働
者

の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

た
め
、
特
定
の
措
置
を
希
望
す
る
よ

う
示
唆
し
な
い
こ
と
、
希
望
す
る
措

置
に
つ
い
て
は
複
数
を
優
先
順
位
と

と
も
に
聴
取
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま

し
い
で
す
。【
取
扱
要
領
】

　
聴
取
し
た
日
時
及
び
内
容
は
、
派

遣
元
管
理
台
帳
に
記
録
し
、
三
年
間

保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。【
派

遣
法
施
行
規
則
第
三
一
条
】

・
特
定
有
期
雇
用
派
遣
労
働
者

と
は

　
　
派
遣
先
の
事
業
所
そ
の
他

派
遣
就
業
の
場
所
に
お
け
る

同
一
の
組
織
単
位
の
業
務
に

つ
い
て
、
継
続
し
て
一
年
以

上
の
期
間
派
遣
労
働
者
と
し

て
就
業
す
る
見
込
み
が
あ
る

有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
で
あ

っ
て
、
予
定
さ
れ
て
い
る
派

遣
期
間
終
了
後
も
引
き
続
き

就
業
す
る
こ
と
を
希
望
し
て

い
る
者
を
い
い
ま
す
。

・
雇
用
安
定
措
置
と
は

　
　
派
遣
労
働
者
が
、
派
遣
先

の
同
一
の
組
織
単
位
の
業
務

に
つ
い
て
継
続
し
て
三
年
間

就
業
す
る
見
込
み
が
あ
り
、

当
該
派
遣
就
業
の
終
了
後
も

継
続
し
た
就
業
の
希
望
が
あ

る
場
合
は
、
派
遣
元
は
当
該

労
働
者
に
次
の
い
ず
れ
か
の

措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
①�

　
派
遣
先
へ
の
直
接
雇
用

の
依
頼

　
②�
　
新
た
な
派
遣
先
の
提
供

（
能
力
、
経
験
等
に
照
ら
し

合
理
的
な
も
の
に
限
る)

　
③
　
派
遣
元
で
の
無
期
雇
用

　
④�

　
そ
の
他
安
定
し
た
雇
用

の
継
続
の
た
め
に
必
要
な

措
置（
有
給
の
教
育
訓
練
、

紹
介
予
定
派
遣
な
ど
）

㈢　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
情
報
提
供

　
派
遣
元
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

り
、
一
定
事
項
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。【
派

遣
法
施
行
規
則
第
一
八
条
の
二
】

　
情
報
提
供
は
、
原
則
と
し
て
、
常

時
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
、

広
く
関
係
者
、
と
り
わ
け
派
遣
労
働

者
に
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。【
派
遣
元
指
針
】

　
厚
生
労
働
省
の
「
人
材
サ
ー
ビ
ス

総
合
サ
イ
ト
」に
よ
る
情
報
提
供（
無

料
）
も
可
能
で
す
の
で
、
自
社
で
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
有
し
て
い
な
い
場
合

は
、
こ
の
よ
う
な
サ
イ
ト
を
活
用
し

て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　「
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
」と
し
て

は
、
例
え
ば
、
事
業
所
へ
の
書
類
の

備
付
け
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
や

人
材
サ
ー
ビ
ス
総
合
サ
イ
ト
の
活
用

等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。【
取
扱
要
領
】

　

・
情
報
提
供
と
は

　
　
情
報
提
供
を
行
う
内
容

は
、
事
業
所
毎
の
派
遣
労
働

者
数
、
派
遣
先
数
、
マ
ー
ジ

ン
率
（
派
遣
料
金
の
平
均

額
・
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の

平
均
額
）、
教
育
訓
練
、
労

使
協
定
の
締
結
の
有
無
（
労

使
協
定
の
範
囲
、
有
効
期

間
）が
該
当
し
ま
す
。

　

・
マ
ー
ジ
ン
率
と
は

　
　
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料

金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派
遣

労
働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均

額
を
控
除
し
た
額
を
当
該
労

働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の

額
の
平
均
額
で
除
し
て
得
た

割
合
を
い
い
ま
す
。

㈣　

日
雇
派
遣
に
お
け
る
労
働
者
派

遣
契
約
の
解
除
等
の
措
置

　
派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣

契
約
の
解
除
が
な
さ
れ
た
場
合
、
新

た
な
就
業
先
の
確
保
が
で
き
な
い
場

合
に
は
休
業
等
を
行
い
、
日
雇
派
遣

労
働
者
の
雇
用
の
維
持
、
休
業
手
当

の
支
払
い
等
の
労
働
基
準
法
等
に
基

づ
く
責
務
を
果
た
す
べ
き
こ
と
が
明

確
化
さ
れ
ま
し
た
。【
派
遣
元
指
針
】

㈤　

労
働
者
派
遣
契
約
の
電
磁
的
記

録
に
よ
る
作
成

　
労
働
者
派
遣
契
約
に
つ
い
て
、
書

面
に
よ
ら
ず
、
電
子
計
算
機
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調

製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
当
該

書
面
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要

に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直

ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し
た
形
式
で

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の

機
器
に
表
示
し
、
及
び
書
面
を
表
示

で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。【
取
扱
要
領
】
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　今年4月から36協定届の様式が新しく
なりました。
　変更点は、以下の2点です。
１　押印・署名の廃止
　労働基準監督署に届け出る36協定届の
押印及び署名が不要となりました。
　なお、厚生労働省では、36協定（時間外・
休日労働に関し、労使間で締結した協定書）
と36協定届（社内で締結した協定内容を、
労働基準監督署に届け出る様式）を兼ねる
場合は、「労使で合意したうえで労使双方
の合意がなされたことが明らかとなるよう
な方法（記名押印又は署名など）により36
協定を締結すること」を留意事項として掲
げています。
２　チェックボックスの新設
　労働者代表についてのチェックボックス
が新たに設けられました。36協定の適正
な締結に向け、労働者代表の選任にあたっ

て次の事項を確認し、チェックする必要が
あります。
・管理監督者でないこと
・36協定を締結する者を選出することを
明らかにした上で、投票、挙手等の方法
で選出すること
・使用者の意向に基づいて選出された者で
ないこと
　なお、4月以降に旧様式で届け出る場合
は、新様式に設けられたチェックボックス
の内容を余白に追記するか、同内容を記載
した別紙を添付して提出します。
　また、チェックボックスへのチェックが
ない場合、形式上の要件に適合する協定届
にはなりません。
　今回の改正により、36協定届以外の各
種様式についても押印・署名の廃止やチェ
ックボックスの新設が行われています（個々
の様式により変更内容は異なります）。
　詳細は、厚生労働省のホームページや労
働基準監督署にてご確認ください。

36協定届が新様式に

　今年4月より、健康保険・船員保険・厚
生年金保険の手続きに関し、次の書類の廃
止・新設が行われました。
１　総括表の廃止
　デジタルガバメント実行計画等において、
国民の利便性の向上につながる行政手続に
ついては優先的にオンライン化、添付書類
の省略を進めることとされ、電子申請の利
用を促進するとともに、添付書類の省略を
図る必要があるため、①被保険者月額算定
基礎届総括表及び②被保険者賞与支払届総
括表が廃止されました。
２　賞与不支給報告書の新設
　新規適用事業所の届出等を日本年金機構
に提出する際に登録した賞与支払予定月に
賞与を支払わなかったときに提出する「賞
与不支給報告書」が新設されました。
　登録されている賞与支払予定月に変更が
ある場合は、事業主に対して、変更後の賞
与支払予定月の記載が求められます。

総括表廃止と賞与不支給報告
書の新設（日本年金機構）　
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